
資料５

減災に係る取組方針の改定について

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省 荒川上流河川事務所

令和７年６月２日

荒川水系（埼玉県域）大規模氾濫に関する減災対策協議会

（第１２回）



１． 減災に係る取組方針の改定について

◆ 現行の「水防災意識社会再構築ビジョン」に

基づく荒川水系（埼玉県域）の減災に係る

取組方針について

「令和７年度までに達成・持続すべき目標」と

している。

◆ 令和７年度までの目標について、現状の達成

状況や課題等を踏まえ、整理とりまとめを実

施し、再検討・調整を図る。

◆ 令和８年度以降の「目標」、「実施する取組」

について、原案を作成し、減災対策協議会

としての合意形成を図る必要がある。
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２． Ⅲ期に向けた取組事例の整理

① Ⅱ期 【令和２～７年度】で達成できた事例の共有
◆ 令和７年度（予定含）までの取組実施状況等を整理し課題等のをとりまとめを実施。

（実施した取組や、実施出来なかった取組の進捗状況整理等）

② Ⅲ期 【令和８～１２年度】で行うべき取組内容の整理
◆ これまでの減災対策への取組・進捗状況、課題等を踏また時期計画を立案・検討を整理する。

次期（令和８年以降）の
目標設定、実施する取組設定に向けた作業開始
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Ⅲ期に向けたスケジュール（案）

◆ 現行の「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく荒川水系（埼玉県域）の減災に係る取組方針は５カ年毎に

見直しが行われており、来年度は変換点になります。Ｒ７年のスケジュール案は以下になります。

R7年度R6

3 12
R8

意見交換会

5

新取組方針
（案）の
意見紹介

ブロック会議

（第１２回）

取組内容の
整理
（依頼）

9

取組内容の見直し【各機関】

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期
H28

取組内容
（Ｒ６）
の共有

６

R2 R7 R12

本会議

（第１２回）

R6取組内容の振り返り【各機関】

1~2

新取組方針
（案）
の共有

本会議

（第１3回）

新取組方針
の
決定

ブロック会議

（第１3回）

見直し成果を元に取組方針（案）の作成 【国】

必要に応じて
担当者勉強会、意見交換会
など

３． Ⅲ期に向けたスケジュール（案）
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R3 R8



次年度

４． Ⅲ期以降のスケジュール（案）

◆ 第Ⅲ期以降の会議開催にいては、下記スケジュールを想定し、毎年度同様の時期での開催を行っていきたい

と考えております。

当該年度

1~2
本会議

（第○○回）

・開催時期：５月頃（出水期前）
・減災に向けた取組の実施状況共有
・課題等への意見交換 等

5
前年度

ブロック会議

（第○○回）

・開催時期：１月〜２月頃
・減災に向けた取組の実施状況等の共有・事前確認
・課題等への意見交換 等

4


